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高  梁  市  農  業  委  員  会 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度  第１０回高梁市農業委員会総会会議録 



 

令和６年度 第１０回高梁市農業委員会総会会議録 

 

１．令和７年１月１５日 午後 ２時３０分 招集 

２．令和７年１月１５日 午後 ２時３０分 開会 

３．令和７年１月１５日 午後 ４時４５分 閉会 

４．会議の場所  高梁市役所 3 階大会議室 

５．出席、欠席、遅参又は中途退場した委員の氏名 

 

議席 

番号 
農 業 委 員 氏 名 

出欠等 

の 別 

議席 

番号 
農 業 委 員 氏 名 

出欠等 

の 別 

地区 

番号 
推 進 委 員 氏 名 

出欠等 

の 別 

１ 清 水 健 治 出 １１ 中 曽 浩 徳 出 １ 山 川 光 男 出 

２ 三 村 憲 市 遅参 １２ 藤 本 久 也 〃 ２ 西 村 匡 弘  〃 

３ 福 武 政 夫 出 １３ 惣 田 敏 郎 〃 ３ 小見山 力信 〃 

４ 前 﨑 輝 之 〃 １４ 田 平 太 郎 欠 ４ 河 原 里 美 〃 

５ 渡 邉 佳 明 〃 １５ 伊 達千鶴子 出 ５ 平 松    弘 〃 

6 小 野 貫 治 〃 １６ 綱 島 謙 一 〃 ６ 山 元 憲 民 〃 

7 小 物 博 子 〃 １７ 瀬戸川伸 行 〃 ７ 野 村 幸 市 〃 

8 小 野 昌 道 〃 １８ 土 岐 康 夫 〃    

9 佐 藤 俊 二 〃 １９ 小 西 雅 己 〃    

10 佐々木祥 夫 〃       

 



６．会議に出席した職員の職氏名 

 

職      名 氏      名 職      名 氏      名 職      名 氏      名 

事務局長 

書  記 

主  事 

中 藤 宏 和 

藤代 晋太郎 

山 内 光 貴 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

７  本日の会議に付した議題とその結果 

  議案番号     件         名                              結  果 

  第４２号  農地法第３条の規定による許可申請について                    ７件  許  可 

  第４３号  農地法第４条の規定による許可申請について                    ３件  許  可 

  第４４号  農地法第５条の規定による許可申請について                    １件  許  可 

  第４５号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

  農用地利用集積計画の決定について                       １８件  決  定 

  第４６号  高梁農業振興地域整備計画の変更について                         適  当 

  第４７号  有漢農業振興地域整備計画の変更について                         適  当 

  第４８号  川上農業振興地域整備計画の変更について                         適  当 

  報告事項  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   

   

   

   

８  署 名 委 員 

   ４番  前 﨑 輝 之 

   ５番  渡 邉 佳 明 

９  議 事 の 内 容 

  令 和 ６ 年 度  第 １ ０ 回 高 梁 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

   

  令和７年１月１５日（水） 高梁市役所 ３階大会議室 

   



議 長 

 

 

 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

小野貫治委員 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

山元委員 

議 長 

 

議 長 

 それでは、本日の出席委員は、農業委員１７名、推進委員７名です。過半数の委員が出席されていますので、会議は成立してお

ります。只今から令和６年度第１０回高梁市農業委員会総会を開会します。まず、本日の会議の議事録の署名委員の指名を行いま

す。４番前﨑委員と５番渡邉委員を指名いたします。 

それでは、議事に入ります。「第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。５７番について事

務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４２号６６番朗読説明 － 

 ６６番は、譲受人が、譲渡人から、増反により申請農地の所有権を取得する案件です。申請農地で田については、２筆１，０５

５㎡です。畑については、１筆１０１㎡であり、合計３筆で１，１５６㎡です。譲受人の通作距離は、２㎞以内、耕作面積は６，

２７９㎡、家族１人中耕作人は１人、対価は１０アール当り１２万１千円です。これらのことから、農作業にも常時従事するもの

と認められ、また、取得後の農地について利用できるものと認められます。さらに、周辺農地との調和についても現地調査を行い、

支障を及ぼす恐れは無いものと判断いたしました。従いまして、農地法第３条第２項の不許可要件には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。なお、この案件については、１月８日に担当委員と現地調査を行っています。地図については、

７ページから８ページに添付しておりますので、ご覧ください。 

 事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

 それぞれの農地は離れていますが、綺麗な状態で管理されていました。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。６６番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、６６番については許可とすることに決定しました。 

次に、６７番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４２号６７番朗読説明 － 

６７番は、譲受人が、譲渡人から増反により申請農地の所有権を取得する案件です。請農地で田については、２筆１，５２８㎡

です。畑については、６筆７，１６９㎡であり、合計８筆で８，６９７㎡です。譲受人の通作距離は、１８０ｍ以内、耕作面積は

４，４０３㎡、家族３人中耕作人は３人、対価は１０アール当り７万円です。これらのことから、農作業にも常時従事するものと

認められ、また、取得後の農地について利用できるものと認められます。さらに、周辺農地との調和についても現地調査を行い、

支障を及ぼす恐れは無いものと判断いたしました。従いまして、農地法第３条第２項の不許可要件には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。なお、この案件については、１月１０日に担当委員と現地調査を行っています。地図について

は、９ページから１０ページに添付しておりますので、ご覧ください。  

事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

 数年前からトマトで営農されています。JAの部会員としても活躍されており、問題ないと思います。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。６７番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 



 

議 長 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

瀬戸川委員 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

平松委員 

議 長 

 

議 長 

 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、６７番については許可とすることに決定しました。 

次に、６８番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４２号６８番朗読説明 － 

 ６８番は、譲受人が、譲渡人から、増反により申請農地の所有権を取得する案件です。申請農地の田については、５筆５，９４

６㎡です。畑については、１筆１，５０４㎡であり、合計６筆で７，４５０㎡です。譲受人の通作距離は、５００ｍ以内、耕作面

積は４，２４０㎡、家族３人中耕作人は２人、対価は１０アール当り５万円です。これらのことから、農作業にも常時従事するも

のと認められ、また、取得後の農地について利用できるものと認められます。さらに、周辺農地との調和についても現地調査を行

い、支障を及ぼす恐れは無いものと判断いたしました。従いまして、農地法第３条第２項の不許可要件には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えます。なお、この案件については、１月９日に担当委員と現地調査を行っています。地図につい

ては、１１ページから１２ページに添付しておりますので、ご覧ください。 

事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

 譲渡人の方が農地処分を検討されていた中で今回の話が出てきたようです。問題はないと思います。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。６８番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、６８番については許可とすることに決定しました。 

次に、６９番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４２号６９番朗読説明 － 

 ６９番は、譲受人が、譲渡人から、贈与により申請農地の所有権を取得する案件です。申請農地は、畑１筆２７４㎡です。譲受

人の通作距離は、１０㎞以内、耕作面積は０㎡、営農計画書を提出していただいております。家族２人中耕作人は２人、対価は無

償です。この案件につきましては、譲受人が数年前から対象農地を正式な契約をしない形で借り受けて耕作していましたが、譲渡

人からの要望で無償で譲り受けることになったものです。これらのことから、農作業にも常時従事するものと認められ、また、取

得後の農地について利用できるものと認められます。さらに、周辺農地との調和についても現地調査を行い、支障を及ぼす恐れは

無いものと判断いたしました。従いまして、農地法第３条第２項の不許可要件には該当しないため、許可要件の全てを満たしてい

ると考えます。なお、この案件については、１月９日に担当委員と現地調査を行っています。地図については、１３ページに添付

しておりますので、ご覧ください。 

事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

 申請農地は防草シートを張っていて、いつでも耕作できる状態でした。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。６９番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 



議 長 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

小物委員 

議 長 

 

議 長 

挙手全員ですので、６９番については許可とすることに決定しました。 

次に、７０番及び議案第４４号２７番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４２号７０番及び議案第４４号２７番朗読説明 － 

 この２件につきましては、１１月総会で農地所有適格法人が３条所有権移転許可を受けたものについて、所有権移転登記が完了

したことに伴う営農型太陽光発電施設設置のための申請です。７０番は区分地上権設定のための農地法第３条申請、議案第４４号

２７番は営農型太陽光発電施設設置のための一時転用です。それでは、内容について説明させていただきます。 

 ７０番は、譲受人が、設定人に、区分地上権を設定する案件です。申請農地で田については、２筆１，１１８㎡です。畑につい

ては、１筆２２１㎡であり、合計３筆で１，３３９㎡です。区分地上権の設定期間は、この後説明いたします営農型太陽光発電施

設設置に伴う一時転用の期間と同様の令和７年１月１５日から令和１７年１月１４日の１０年間です。 

 続きまして、議案第４４号２７番は、転用者及び所有者は同様で、申請農地の一部を営農型太陽光発電施設設置のために一時転

用するものです。申請農地についても同様で、一時転用面積が１，３３９㎡の内１．１６㎡です。転用地の賃借料は、年３万円で

す。施設の概要としては、１号柱１本、支線１本、太陽光パネル１４６枚、支柱９８本であり、発電量は 49.50Kw です。賃借期間

については、区分地上権と同様です。なお、この案件については、第３条所有権移転申請審査時に現地調査を行っており、今回は

省略しております。地図等については、１４ページ及び１５ページに添付しておりますので、ご覧ください。 

 事務局から説明がありましたが、何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。７０番及び議案第４４号２７番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、７０番及び議案第４４号２７番については許可とすることに決定しました。 

次に、７１番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４２号７１番朗読説明 － 

 ７１番は、譲受人が、譲渡人から、増反により申請農地の所有権を取得する案件です。申請農地は、田１筆１，３２０㎡です。

譲受人の通作距離は、３０ｍ以内、耕作面積は２１，６５３㎡、耕作従事者は全７名、対価は１０アール当り３７万８千円です。

この案件につきましては、譲受人が農地所有適格法人であり、その要件については農地法第６条の規定により年１回提出される農

地所有適格法人報告書で確認しております。これらのことから、農作業にも常時従事するものと認められ、また、取得後の農地に

ついて利用できるものと認められます。さらに、周辺農地との調和についても現地調査を行い、支障を及ぼす恐れは無いものと判

断いたしました。従いまして、農地法第３条第２項の不許可要件には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。

なお、この案件については、１月７日に担当委員と現地調査を行っています。地図については、１６ページに添付しておりますの

で、ご覧ください。 

事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

申請農地は譲受人の方のほ場と隣接していて、今回は規模拡大のための取得となります。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。７１番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 



 

議 長 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

議 長 

瀬戸川委員 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

中藤局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

中曽委員 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、７１番については許可とすることに決定しました。 

次に、７２番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４２号７２番朗読説明 － 

 ７２番は、譲受人が、譲渡人から、増反により申請農地の所有権を取得する案件です。申請農地は、畑３筆２，７１３㎡です。

譲受人の通作距離は、３㎞以内、耕作面積は６，１４５㎡、家族１人中耕作人は１人、対価は１０アール当り１０万円です。これ

らのことから、農作業にも常時従事するものと認められ、また、取得後の農地について利用できるものと認められます。さらに、

周辺農地との調和についても現地調査を行い、支障を及ぼす恐れは無いものと判断いたしました。従いまして、農地法第３条第２

項の不許可要件には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。なお、この案件については、１月９日に担当委

員と現地調査を行っています。地図については、１７ページに添付しておりますので、ご覧ください。 

事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

 譲受人の方が既に借り受けていた農地を更新の時期に合わせて取得するもので、特に問題ないと思います。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。７２番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、７２番については許可とすることに決定しました。 

 次に、「議案第４３号 農地法第４条の規定による許可申請について」を議題といたします。１０番について事務局から説明をお

願いします。 

－ 議案第４３号１０番朗読説明 － 

 １０番は、転用者が申請農地を墓地に転用する案件です。申請農地は、田１筆７．５０㎡です。この農地の農地区分は２種農地

であり、施設の概要としては、墓地７．５㎡です。許可基準に沿って検討いたしましたが、信用については、過去に違反転用もな

く、問題はありません。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ありません。行政庁の免許、許可、認

可等の処分見込みにつきましては、墓地埋葬法の許可が対象となりますが、環境課に許可見込みであることを確認しております。

以上のことから、農地法第４条第６項の不許可要件には該当せず、許可要件の全てを満たしていると考えます。この案件について

は、１月９日に担当委員と現地調査を行っています。地図等については、１８ページから１９ページに添付しておりますのでご覧

ください。 

事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

農振除外の手続きも完了しており、周辺にも影響はないと思います。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。１０番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１０番については許可とすることに決定しました。 
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次に、１１番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４３号１１番朗読説明 － 

 １１番は、転用者が申請農地を墓地に転用する案件です。申請農地は、田１筆１９㎡です。この農地の農地区分は２種農地であ

り、施設の概要としては、墓地１９㎡です。許可基準に沿って検討いたしましたが、信用については、過去に違反転用もなく、問

題はありません。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ありません。政庁の免許、許可、認可等の処

分見込みにつきましては、墓地埋葬法の許可が対象となりますが、環境課に許可見込みであることを確認しております。以上のこ

とから、農地法第４条第６項の不許可要件には該当せず、許可要件の全てを満たしていると考えます。この案件については、１月

６日に担当委員と現地調査を行っています。地図等については、２０ページから２１ページに添付しておりますのでご覧ください。 

事務局から説明がありましたが、現地を調査した委員さんから報告があればお願いします。 

事前着工もなく、周辺に影響はないと思います。 

現地の状況は、ただ今報告のあったとおりです。何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。１１番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１１番については許可とすることに決定しました。 

次に、１２番について事務局から説明をお願いします。 

－ 議案第４３号１２番朗読説明 － 

 １２番は、転用者が申請農地を農地改良するために一時転用する案件です。申請農地は、田１筆１，４７４㎡です。施設の概要

としては、農地改良１，３００㎡、盛土は高さ 0.932ｍとなります。備考欄に記載しておりますが、一時転用期間は令和７年２月１

日から令和１０年１月３１日までとなっています。この案件につきましては、「高梁市農地改良取扱要綱」に定められている「簡易

な農地改良」の基準の内、農地改良面積が１，０００㎡以下であることを上回っておりますので一時転用の対象としております。

また、一時転用期間については、対象農地が農業振興地域農用地でありますので、３年までである必要がありますが、基準の期間

内であることを確認しております。許可基準に沿って検討いたしましたが、信用については、過去に違反転用もなく、問題はあり

ません。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意につきましては、該当ありません。行政庁の免許、許可、認可等の処分見込

みにつきましても、該当ありません。以上のことから、農地法第４条第６項の不許可要件には該当せず、許可要件の全てを満たし

ていると考えます。なお、この案件については、第３条所有権移転申請審査時に現地調査を行っており、今回は省略しております。

地図等については、２２ページ及び２４ページに添付しておりますので、ご覧ください。 

 事務局から説明がありましたが、何か発言はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。１２番について許可とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１２番については許可とすることに決定しました。 

続きまして、「議案第４５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について」を議題

といたします。事務局、１番から１６番について説明をお願いします。 
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それでは、４ページをご覧ください。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について

ご説明いたします。公告日は令和７年１月２０日、利用権の設定を受ける者は１７名、利用権の設定をする者は１８名、利用権の

設定をする件数は１８件、利用権設定面積は５３，１１０㎡となっています。各筆明細について説明いたします。 

－  議案書にもとづいて、１番から１６番の個別の農用地利用集積計画の内容を朗読説明  － 

 それでは、１番から１６番について発言をお願いします。 

 （「なし」と呼ぶ者あり。） 

 なしとの声がありました。１番から１６番について採決を採ります。１番から１６番について決定とすることに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１番から１６番については決定しました。 

 農業委員会会議規則第１８条の規定により、野村委員の除斥を求めます。 

（野村委員退席） 

 事務局、１７番について説明をお願いします。 

－  議案書にもとづいて、１７番の個別の農用地利用集積計画の内容を朗読説明  － 

 それでは、１７番について発言をお願いします。 

 （「なし」と呼ぶ者あり。） 

 なしとの声がありました。１７番について採決を採ります。１７番について決定とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１７番については決定しました。野村委員の除斥を解きます。 

（野村委員着席） 

 事務局、１８番について説明をお願いします。 

－  議案書にもとづいて、１８番の個別の農用地利用集積計画の内容を朗読説明  － 

 それでは、１８番について発言をお願いします。 

 （「なし」と呼ぶ者あり。） 

 なしとの声がありました。１８番について採決を採ります。１８番について決定とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１８番については決定しました。 

（三村委員到着） 

続きまして、「議案第４６号 高梁農業振興地域整備計画の変更について」を議題といたします。事務局、１番から３番について 

説明をお願いします。 

－ 議案第４６号朗読説明 － 

 議案第４６号 高梁農業振興地域整備計画の変更について説明いたします。議案２５ページをご覧ください。農用地区域の編入

１件、除外２件の申し出があります。 

１番について説明します。変更事由ですが、当該農地は中山間地域等直接支払制度に取り組む計画であり、また、現に耕作され
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ており今後も農地として維持管理を行っていくため、農用地区域に編入するための申し出でございます。土地は、畑１筆１，４０

４㎡です。２９ページに位置図、周辺の農用地区域の状況を掲載しています。 

次に、議案２６ページをご覧ください。２番について説明します。変更事由ですが、申請者の所有する墓地は、現在山中にあり、

竹林に囲まれ、墓参りおよび墓地の維持管理が困難なため墓地の移設並びに進入路の設置を計画しているものです。申出地は東側：

畑、西側：宅地、南側：道路、北側：道路に隣接しており、周囲の耕作や他の農業者の利用集積に支障を及ぼす恐れはないと考え

られます。開発計画の概要です。土地は、畑２筆６９４㎡のうち２４．４７㎡です。転用事業者は、土地所有者と同じです。転用

目的は、墓地および進入路の設置で、事業計画の時期は、令和７年６月頃です。農業投資実施状況はありません。計画変更上留意

すべき事項については、農振法第１３条第２項１号から６号の要件を満たし、特段問題はありません。農地転用の確実性について

は、令和６年１２月１３日に農林課、農業委員会事務局とで現地を確認しております。また、他法令の許認可見込みについては、

墓地埋葬法の許可見込みです。以上が許可基準からみた検討結果です。３０ページに位置図と公図、３１ページに土地利用計画図、

現地写真を掲載しています。 

３番について説明します。変更事由ですが、転用事業者が中古車の展示場、駐車場及び資材置場の整備を計画しているものです。

申出地は東側：田、畑、西側：水路、南側：道路、北側：水路に隣接しており、周囲の耕作や他の農業者の利用集積に支障を及ぼ

す恐れはないと考えられます。開発計画の概要です。土地は、田２筆８２５㎡です。転用目的は、中古車の展示場、駐車場および

資材置場の整備で、事業計画の時期は、令和７年５月頃です。農業投資実施状況はありません。計画変更上留意すべき事項につい

ては、農振法第１３条第２項１号から６号の要件を満たし、特段問題はありません。農地転用の確実性については、令和６年１２

月１３日に農林課、農業委員会事務局とで現地を確認しております。また、他法令の許認可見込みについては、特段ありません。

以上が許可基準からみた検討結果です。３２ページに位置図と公図、３３ページに土地利用計画図、３４ページに現地写真を掲載

しています。 

それでは、１番から３番について発言をお願いします。 

 （「なし」と呼ぶ者あり。） 

 なしとの声がありました。１番から３番について採決を採ります。１番から３番について適当であると答申することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１番から３番については適当であると答申することに決定しました。 

続きまして、「議案第４７号 有漢農業振興地域整備計画の変更について」を議題といたします。事務局、１番及び２番について

説明をお願いします。 

－ 議案第４７号朗読説明 － 

議案第４７号 有漢農業振興地域整備計画の変更について説明いたします。議案２７ページをご覧ください。農用地区域の除外

２件の申し出があります。 

１番について説明します。変更事由ですが、申請者の所有する墓地は、現在急峻な山腹にあり、維持管理が困難なため墓地の移

設並びに進入路の設置を計画しているものです。申出地は東側：畑、西側：道路、南側：畑、北側：道路に隣接しており、周囲の

耕作や他の農業者の利用集積に支障を及ぼす恐れはないと考えられます。開発計画の概要です。土地は、畑２筆５７㎡です。転用

事業者は、土地所有者と同じです。転用目的は、墓地および進入路の設置で、事業計画の時期は、令和７年６月頃です。中山間地
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域直接支払交付金の対象農地ですが、集落の代表者の方と協議済です。計画変更上留意すべき事項については、農振法第１３条第

２項１号から６号の要件を満たし、特段問題はありません。農地転用の確実性については、令和６年１２月１３日に農林課、農業

委員会事務局とで現地を確認しております。また、他法令の許認可見込みについては、墓地埋葬法の許可見込みです。以上が許可

基準からみた検討結果です。３５ページに位置図と公図、３６ページに土地利用計画図、現地写真を掲載しています。 

２番について説明します。変更事由ですが、申請者の墓地予定地への進入路の設置を計画しているものです。申出地は東側：道

路、西側：道路、南側：道路、北側：道路に隣接しており、周囲の耕作や他の農業者の利用集積に支障を及ぼす恐れはないと考え

られます。開発計画の概要です。土地は、田１筆１，０７３㎡のうち１６㎡です。転用事業者は、土地所有者と同じです。転用目

的は、進入路の設置で、事業計画の時期は、令和７年６月頃です。中山間地域直接支払交付金および多面的機能支払交付金の対象

農地ですが、集落の代表者の方と協議済です。計画変更上留意すべき事項については、農振法第１３条第２項１号から６号の要件

を満たし、特段問題はありません。農地転用の確実性については、令和６年１２月１３日に農林課、農業委員会事務局とで現地を

確認しております。また、他法令の許認可見込みについては、特段ありません。以上が許可基準からみた検討結果です。３７ペー

ジに位置図と公図、３８ページに土地利用計画図、現地写真を掲載しています。なお、現地写真の赤枠が今回計画申請のあった進

入路の設置予定箇所で、白枠が令和６年 10月 8日に農業振興地域農用地区域から除外済の墓地設置予定箇所です。 

 それでは、１番から２番について発言をお願いします。 

 墓地移設について、申請農地から１００ｍ以内に公民館がありますが、承諾等の関係はどのように処理されているのでしょうか。 

 １００ｍ以内の承諾については、環境課の方で確認しているため、特に問題ないと思われます。 

 他に発言はありますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり。） 

 なしとの声がありました。１番から２番について採決を採ります。１番から２番について適当であると答申することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１番から２番については適当であると答申することに決定しました。 

続きまして、「議案第４８号 川上農業振興地域整備計画の変更について」を議題といたします。事務局、１番について説明をお

願いします。 

－ 議案第４８号朗読説明 － 

 議案第４８号 川上農業振興地域整備計画の変更について説明いたします。議案２８ページをご覧ください。農用地区域の除外

１件の申し出があります。 

１番について説明します。変更事由ですが、申請者の所有する墓地は、現在山頂にあり、維持管理が困難なため墓地の移設を計

画しているものです。申出地は東側：道路、西側：山林、南側：道路、北側：道路に隣接しており、周囲の耕作や他の農業者の利

用集積に支障を及ぼす恐れはないと考えられます。開発計画の概要です。土地は、畑１筆１，５４５㎡のうち２０㎡です。転用事

業者は、土地所有者と同じです。転用目的は、墓地の設置で、事業計画の時期は、令和７年８月頃です。農業投資実施状況はあり

ません。計画変更上留意すべき事項については、農振法第１３条第２項１号から６号の要件を満たし、特段問題はありません。農

地転用の確実性については、令和６年１２月１３日に農林課、農業委員会事務局とで現地を確認しております。また、他法令の許

認可見込みについては、墓地埋葬法の許可見込みです。以上が許可基準からみた検討結果です。３９ページに位置図と公図、４０
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ページに土地利用計画図、現地写真を掲載しています。 

それでは、１番について発言をお願いします。 

 （「なし」と呼ぶ者あり。） 

 なしとの声がありました。１番ついて採決を採ります。１番について適当であると答申することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員ですので、１番については適当であると答申することに決定しました。 

次に、「報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について」を事務局から説明をお願いします。 

－  議案書にもとづいて、通知の内容を朗読説明  － 

 説明が終わりましたが、発言をお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

なしとの声がありました。 

以上で、本日の議案の審議はすべて終了しました。それでは、以上をもちまして、高梁市農業委員会第１０回総会を閉会します。 
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